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１．会議日時 
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                午前１０時２５分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 松 本 暁 彦  委  員 安 藤  薫 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 塚 本  崇   

  議  長 福 住 礼 子  副 議 長 光 好 博 幸 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局次長 大 西 健 一 

 

１．案件 

摂津市議会の個人情報の保護に関する条例（案）について 
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（午前１０時２分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は西谷委員

を指名します。 

本日は摂津市議会の個人情報の保護に

関する条例案について協議を行います。  

まず、事務局から説明を受けた後、質疑を

お伺いしたいと思います。また、本件につ

きましては、各会派へ持ち帰っていただき、

ご意見等があれば次回の本委員会でお伺

いさせていただきますので、よろしくお願

いします。  
それでは、事務局より説明をお願いしま

す。大西局次長。 

○大西事務局次長 それでは、ご説明をさ

せていただきます。事前にお配りさせてい

ただきました条例案をご覧ください。 

 本件につきましては、一部の条文で執行

部と調整中としておりました箇所につい

て、附則部分を除いた条文の調整ができま

したことから、本日は改めて条例案の説明

をさせていただきます。 

 それでは、資料１ページをご覧ください。 

 第１章では、総則としまして、目的や定

義等を規定しております。 

 第１条では、本条例を定めるにあたって

の目的、第２条は、個人識別符号や個人情

報ファイル、仮名加工情報など、本条例に

おける用語の定義を規定したものでござ

います。 

 なお、それぞれの用語については、事前

に配付しました用語にかかる資料にも内

容等を記載しておりますので、ご参照いた

だければと思います。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 第３条は、個人情報の適正な取り扱いが

確保されるよう議会の責務を定めたもの

でございます。 

 次の第２章では、個人情報等の取り扱い

について規定おります。 

 第４条は、個人情報を保有するにあたっ

ての制限等について、５ページの第９条は、

保有個人情報の安全管理のために必要か

つ適正な措置を講じることについて、第１

２条は、法令等に基づく場合を除き、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を

利用及び提供してはならないことを定め

たものでございます。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 第３章では、個人情報ファイルについて

規定しております。 

 第１７条は、個人情報ファイル簿の作成

及び公表の取り扱いについて、定めたもの

でございます。 

 個人情報ファイルについては、請願・陳

情の署名簿や議員の経歴等を検索できる

よう体系的に構成したものとなります。本

市議会では議員の経歴等をとりまとめた

議員台帳をエクセルで管理しており、この

議員台帳が個人情報ファイルに該当する

ことになります。  

 １１月にお示ししました条例案からの

変更点としましては、１０ページの第１７

条第２項第１号中の規定を一つ削除して

いるところです。 

 条例例では「カ」として、「本人の数が

議長が定める数に満たない個人情報ファ

イル」という規定が示されておりました。

この「議長が定める数」について、法律で

は、１，０００人未満とされております。

本市では個人情報を取り扱う場合、一人で

あっても取り扱いに係る申請書の提出が

必要となり、１，０００人未満であっても

個人情報ファイルの作成を義務づける運

用方針をしております。このことから、本
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市議会においても執行部との整合性を図

るため、当該規定を削除したものでござい

ます。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

 第４章では、開示、訂正及び利用停止に

ついて、規定しております。 

 第１節では、開示について規定しおり、

第１９条は開示請求に係る手続きについ

て、第２０条は開示請求者に対する開示義

務について、１４ページの第２５条は開示

決定等の期限について、定めたものでござ

います。 

 １１月にお示ししました条例案からの

変更点としましては、１１ページの第２０

条第１項の中で「〇〇」としていた箇所を

削除しております。理由としましては、本

市独自の不開示情報がある場合を想定し、

「情報公開条例第〇〇条に規定する情報」

と記載しておりました。これについて、本

市では現行の運用を引き継ぎ、独自の不開

示情報は設けない判断をしていることか

ら、本市議会においても執行部との整合性

を図るため、不開示情報を想定した文言を

削除しております。 

 また１７ページの第３０条第１項及び

第２項について、一部の文言の修正してお

りますのは、執行部の条文に合わせて修正

を行ったもので、条文の趣旨に変更はござ

いません。 

 次に、第２節では、保有個人情報の訂正

について規定しております。第３１条は訂

正請求に係る手続きについて、１８ページ

の第３５条は訂正決定等の期限について、

定めたものでございます。 

 次に、１９ページをご覧ください。 

 第３節では、保有個人情報の利用停止に

ついて規定しております。第３９条は利用

停止請求に係る手続きについて、２０ペー

ジの第４２条は利用停止決定等の期限に

ついて、定めたものでございます。 

 次に、２１ページをご覧ください。 

 第４節では、審査請求について規定して

おります。第４５条は審査会への諮問につ

いて、２２ページの第４６条は第三者から

の審査請求を却下又は棄却する場合の手

続等について、定めたものでございます。 

 次に、第５章では、雑則としまして、第

４７条は適用除外の規定について、２３ペ

ージの第５０条は審議会への諮問につい

て、定めたものでございます。 

 第６章では、罰則規定について、定めた

ものでございます。 

 罰則規定につきましては、条例を制定す

るにあたりまして地方検察庁との協議が

必要となることから、令和４年１１月２９

日に本委員会で確認いただいた後、大阪地

方検察庁へ協議を依頼させていただきま

した。その後、令和５年１月６日付けで大

阪地方検察庁より、罰則規定については問

題のない旨の回答がありましたので、この

内容で制定に向けて進めていきたいと考

えております。 

 最後に、附則といたしまして、本条例の

施行期日等を規定しております。附則の

「２」及び「３」につきましては、個人情

報保護審査会及び審議会への諮問を執行

機関側の条例に規定するものでございま

す。文言につきましては、現在、執行部で

立案中となることから、「調整中」として

おります。 

 第１回定例会の議案発送後、改めてお示

しさせていただく予定をしておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上、摂津市議会の個人情報の保護に関

する条例案の説明といたします。 

〇村上英明委員長 説明が終わりました。
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何か質問があれば、お受けいたします。安

藤委員。 

〇安藤薫委員 １点お聞きします。この間

もいろいろと議論をしてきて、今回、一定

の方向が取りまとめられ、用語の説明など

も示していただいて、非常にわかりやすい

資料を提供していただいたことを感謝申

し上げます。 

今回の議会の個人情報保護条例は、国の

個人情報保護法の規定から議会が外され

たことで、議会の持つ個人情報をどのよう

に取り扱い、保護していくのかという点で

言えば、不可欠な条例だと認識しているわ

けです。 

その上に立って、私たちが問題だと思っ

ているのは、個人情報保護法の中に規定さ

れている匿名加工情報です。匿名加工情報

にすれば、個人情報の扱いから外され、一

定の公表とともに意見を募集して情報提

供し、個人情報を匿名加工情報にすること

によって、情報を流通させて利活用してい

こうというものであって、非常に私どもは

問題だと思っています。 

議会の持っている個人情報は、行政機関

が持っている個人情報と比べれば非常に

少ないですけれども、ご説明いただいたよ

うに議員だけでなくて、傍聴者や請願、要

望、署名等の名簿なども保有しているわけ

です。かなり重要なまたその方の信条にも

係わるような情報につながりかねない問

題になっているわけです。これは匿名加工

情報として、これにすれば外部への提供の

対象になると捉えるものでしょうか。法律

からは外れていますが、あえて条例の中に

匿名加工情報の取り扱いの規定が設けら

れている以上、法律の下で規定されている

匿名加工情報の考え方も議会にも当ては

まると捉える条例になっているのかにつ

いて、お聞きします。 

〇村上英明委員長 大西局次長。 

〇大西事務局次長 匿名加工情報でござ

います。 

安藤委員からのご質問の中にございま

した、本市議会として、傍聴名簿はござい

ませんので、これは該当しません。この中

で可能性があるとすれば、請願の署名の分

が、運用上は該当していくのではないかと

思われます。 

以上でございます。 

〇村上英明委員長 安藤委員 

〇安藤薫委員 匿名加工情報の取り扱い

については、市の新たな施行条例、新たな

法の下での運用の中で、どうされていくの

かは、まだまだ見通しがわかりにくいもの

があります。執行部でもどう取り扱うのか

あると思いますが、元々の匿名加工情報の

出発点は、個人情報を利活用させていくた

めのものであります。現状でなかなか想定

できないならば、あえて匿名加工情報に触

れない、もしくは匿名加工情報についての

制限をもっと書き込んでいくことが必要

と思います。 

もし何か私の捉え方が違うことがあれ

ば、お答えいただけたら。 

〇村上英明委員長 大西局次長。 

〇大西事務局次長 安藤委員からのご質

問のお答えになっているか定かではござ

まいせんけれども、あくまで事務局がこの

条例案を作成するときに、他市等も調べな

がら作成をしております。他市も、匿名加

工情報について記載をしているか、してな

いかと申し上げますと、ほとんどが条文に

入れられております。こちらを入れる、入

れないにつきまして、事務局といたしまし

ては、特段、入れなければならないと考え

ておりませんが、やはり、全国市議会議長
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会からの条例例、他市の動向も踏まえ、入

れておくほうが、スタンダードでないのか

と理解をしておりまして、今回、示させて

いただいております。 

 以上でございます。 

〇村上英明委員長 安藤委員。 

〇安藤薫委員 他の議会も全国市議会議

長会が示されている条例例でひな型に沿

ったというのは、そうなのかとは思います。

ただ、議会が特別に個人情報保護法から外

されている意味、議会が持っている情報に

ついて、これまでの個人情報保護法、従来

の摂津市の個人情報保護条例の枠の中で

定義をしていくことが、私はいいのではな

いのかと思っております。匿名加工情報、

もしくは従来の個人情報保護の条例にな

い、仮名加工情報をあえて載せていく必要

があるのかと、あえて入れる必要もないと

思います。意見として述べておきます。ま

た、検討したいと思います。 

〇村上英明委員長 ほかございますか。塚

本委員。 

〇塚本崇委員 これは質問ですが、第２条

の部分で「この条例において『個人情報』

とは、生存する個人に関する情報であって」

と記載されています。議会が保有する個人

情報で、例えば、亡くなられた方の情報が

含まれている場合が多々あるかと思いま

す。それに対しては、どういった扱いをさ

れるのか見えないのですけれども、どうお

考えかお聞きします。 

〇村上英明委員長 大西局次長。 

〇大西事務局次長 例えば１，０００人の

個人情報がございまして、その中のお一人

がお亡くなりになられたかどうかが、客観

的に分かる部分に関しては削除すること

になりますけれども、全く持って分からな

い部分に関しては、なかなか対応はしきれ

ないのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

〇村上英明委員長 塚本委員。 

〇塚本崇委員 ありがとうございます。そ

の辺は非常に難しいところではあるかと

思います。亡くなられた方のいわゆる、信

条とかを表すものが不当に利用されると

か、条例外だからと言って不当に扱われる

ことがないように取り計らいをお願いし

ます。 

 以上です。 

〇村上英明委員長 ご意見としてお伺い

しておきます。 

 ほかございますか。安藤委員。 

〇安藤薫委員 理解が不十分な点がある

かもしれません。個人情報保護審議会・審

査会があるんですが、審議会は制度上の問

題を審議していただくものだと思います。

やはり条例に規定するのであれば、その辺

の個人情報保護審議会もしくは個人情報

保護審査会、さらに言えば、情報公開の関

係で言うと、本体の個人情報保護審議会に

議会が諮問することになります。議会と個

人情報保護法の範疇にある取り扱いと、ど

う分けて考えていくか分からないですが、

同じ場所に求めていくということになる

と思います。これは本当に仮名加工情報と

か、匿名加工情報なんだということを、本

当に照合できないようになっていると審

議されるのか、どこでやるのかをお聞きし

たい。 
〇村上英明委員長 大西局次長。 
〇大西事務局次長 安藤委員のご質問の

お答えになっているか分かりませんけれ

ども、審査会・審議会において、基本的に

仮名加工情報、匿名加工情報という話をす

るのは、あまり想定されないのではないか

と個人的には思っております。この辺に関
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してはまだ、執行部とそこまで詰めており

ません。また、いただいたご意見として踏

まえ、確認しておきます。 
 以上でございます。 
〇村上英明委員長 安藤委員。 
〇安藤薫委員 ありがとうございます。大

西局次長がお答えになっているのは率直

なところだと思います。なかなか匿名加工

情報の取り扱いについても、おそらく執行

部も取り扱いに苦慮されているのではな

いかと思います。この間の一般質問でお聞

きしても、慎重に検討するというお答えだ

ったような覚えがあります。ただ４月１日

から法が施行されていくと、法の施行と同

時に議会の個人情報保護条例を制定しな

くてはいけない、急がないといけないと理

解しているわけです。ただ個人情報は個人

の基本的人権にも係わる重大な問題でも

あり、慎重に条例づくりをしないといけな

いと思っています。その上で、匿名加工情

報にしたら個人情報から外れるという法

の趣旨、そもそも個人情報保護審議会にか

けること自体が、適正なのかどうなのかと

思っているわけです。そういう点からまだ

整理されていない問題、法や条例を自治体

としてはなかなか整理しづらい問題がま

だまだ残っている中で条例を作っていく

上で、少なくともこれまでの摂津市の個人

情報保護条例の枠の中で議会がそれを受

け継いでやる。その上でもう少し匿名加工

情報の取り扱いであるとか、この条例名は

保護に関するとありますけど、条文の中に

は保護という言葉はほぼなくて、取り扱い

に言葉が置き換わっているという点から

見ても、非常に問題があるんです。その点

はもう少し内容を執行部も議会ももっと

理解した上で、条例を制定したほうがいい

んではないかと率直に思いました。制定し

ないわけにはいかないので、これまでの摂

津市の個人情報保護条例を議会用に差し

替えてやっていく。その上で、今後、必要

に応じて条例の改正もしくは改廃をやる

べきではないかと。この間にいろんな人に

聞いてみたり、または今日の質問を受けて、

なかなかまだはっきりしてないことがあ

る中で、踏み出すのは拙速なような気がし

ています。 

 また考えます。議論しましょう。 

〇村上英明委員長 ほかにありますか。よ

ろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇村上英明委員長 それでは冒頭にお伝

えさせていただきました通り、本件は各会

派に持ち帰っていただき、ご意見等があれ

ば次回の本委員会でお伺いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１０時２５分 閉会） 
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